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(57)【要約】
　生ごみ処理機システムが粉砕機構を含む。粉砕機構は
、静止粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートアセ
ンブリとを含む。粉砕機構内に導電性の異物が存在する
ことを検出するように、検出器が粉砕機構に接続されて
いる。一態様では、検出器は、静止粉砕リングと回転可
能なシュレッダプレートとの間に電気回路が完成されて
いることを感知すると、粉砕機構内の導電性の異物を検
出する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静止粉砕リングおよび回転可能なシュレッダプレートアセンブリを含む粉砕機構と、
　回転可能なシュレッダプレートアセンブリを駆動するモータと、
　粉砕機構内の導電性の異物の存在を検出する、粉砕機構に接続された検出器とを備える
、生ごみ処理機システム。
【請求項２】
　検出器が、静的粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートアセンブリとの間で導電性
の異物が電気回路を完成させていることを感知すると、粉砕機構内の導電性の異物の存在
を検出する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　検出器が、静的粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートとの間の電気的導通を感知
すると、導電性の異物が静的粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートとの間で電気回
路を完成させていると感知する、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　検出器が、静的粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートとの間の短絡を感知すると
、導電性の異物が静的粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートとの間に電気回路を完
成させていると感知する、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　検出器が、静的粉砕リングに電気的に接続された第１端子と、回転可能なシュレッダプ
レートアセンブリに接続された第２端子とを有し、低電圧を、第１端子を通して静止粉砕
リングに、または第２端子を通して回転可能なシュレッダプレートアセンブリに印加する
、請求項２に記載の装置。
【請求項６】
　検出器とモータとに接続された制御装置であって、検出器が粉砕機構内の導電性の異物
の存在を検出することに反応して、モータの電源を断つ、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　検出器が、制御装置と、導電性の異物の存在を検出する検出回路とを含み、制御装置が
、検出回路が粉砕機構内の導電性の異物の存在を検出することに反応して、モータの電源
を断つ、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　制御装置が、生ごみ処理機システムがオンされるとモータの電源を一時的に入れ、次い
で、検出器が粉砕機構内の導電性の異物を検出しない場合はモータを全速力で作動するよ
うに電源を入れ、検出器が粉砕機構内の導電性の異物の存在を検出する場合はモータの電
源を断つ、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　生ごみ処理機システムがオンされると、制御装置が、検出器が粉砕機構内の導電性の異
物の存在を検出していない場合にのみモータの電源を一時的に入れる、請求項８に記載の
装置。
【請求項１０】
　生ごみ処理機システムがオンされると、制御装置が、検出器が粉砕機構内の導電性の異
物の存在を検出していない場合にのみモータの電源を入れる、請求項６に記載の装置。
【請求項１１】
　検出器が、粉砕機構内の導電性の異物が、静的粉砕リングと回転可能なシュレッダプレ
ートアセンブリとを電気的に接続し、モータの電源が断たれると、故障を検出する漏電検
出器を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　使用者が、検出器を無効化するように作動させ、検出器が粉砕機構内の導電性の異物の
存在を検出しても、モータの電源が断たれないようにすることができる無効化スイッチを
含む、請求項１に記載の装置。
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【請求項１３】
　検出器が、粉砕機構内に導電性の異物の存在を検出すると電源を入れる指示器をさらに
含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　粉砕機構を有した生ごみ処理機を操作する方法にして、粉砕機構が、静止粉砕リングと
生ごみ処理機のモータによって駆動される回転可能なシュレッダプレートアセンブリとを
有する方法であって、
　静止粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートとの間に電気回路が完成されているか
否かを感知することと、
　静止粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートアセンブリとの間に電気回路が完成さ
れていることを感知すると、粉砕機構内に導電性の異物が存在することを検出することと
を備える、方法。
【請求項１５】
　粉砕機構内に導電性の異物が存在することを検出すると、モータの電源を断つことを含
む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　静止粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートアセンブリとの間に電気的導通が存在
することを感知すると、静止粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートアセンブリとの
間に電気回路が完成されていると感知することを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　静止粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートアセンブリとの間に短絡が存在するこ
とを感知すると、静止粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートアセンブリとの間に電
気回路が完成されていると感知することを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　生ごみ処理機がオンされると一時的にモータの電源を入れて、モータの電源を入れた後
に粉砕機構内に導電性の異物が存在するか否かを検出し、粉砕機構内に導電性の異物の存
在が検出されない場合はモータを全速力で作動するように電源を入れ、粉砕機構内に導電
性の異物の存在が検出される場合はモータの電源を断つことを含む、請求項１４に記載の
方法。
【請求項１９】
　生ごみ処理機がオンされると、粉砕機構内に導電性の異物が存在するか否かを検出し、
生ごみ処理機がオンされる際に粉砕機構内に導電性の異物が検出されない場合にのみ、モ
ータに一時的に電源を入れることを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　生ごみ処理機がオンされると、粉砕機構内に導電性の異物が存在するか否かを検出し、
生ごみ処理機がオンされる際に粉砕機構内に導電性の異物が検出されない場合にのみ、モ
ータに電源を入れることを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　粉砕機構内に導電性の異物が存在することが検出されてもモータの電源が入れられない
ように、使用者に作動可能なスイッチが作動する際に、モータの電源の切断を無効化する
ことを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　粉砕機構内に導電性の異物の存在を検出すると指示器の電源を入れることを含む、請求
項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般に、生ごみ処理機に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　この節の記述は、単に本開示に関した背景情報を提供するに過ぎず、従来技術を構成す
るものではない。
【０００３】
　生ごみを、家庭用の排水管を安全に通過するのに充分に細かい小片に粉砕するために、
生ごみ処理機が使用されている。従来型の処理機は、モータによって駆動される粉砕機構
を含む。粉砕機構は、生ごみおよび水を受け取る流し台のドレイン開口部に接続された入
り口を形成するハウジング内に位置付けられている。粉砕機構は一般的に、ラグを備えた
回転シュレッダプレートとハウジングの内側に取り付けられた静止粉砕リングとを含む。
モータが回転シュレッダプレートを回転させ、ラグが生ごみを粉砕リングに押し当て、そ
こで生ごみが小片に破砕される。小片が粉砕機構を通って出るほど充分に小さくなった後
は、小片は家庭用排水管の中へと流される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　生ごみ処理機の１つのタイプは「連続送り」処理機であり、これは一般的に壁スイッチ
によって起動される。バッフルが処理機の入り口の上に位置付けられ、生ごみが連続的に
バッフルを通って処理機に送られることが可能である。バッフルは、銀食器具などの望ま
しくないアイテムが処理機の中に不注意で落下しないようにする助けとなる。しかし、バ
ッフルは、すべての望ましくないアイテムが処理機の中に落下するのを防止するわけでは
ない。だれかが例えば食事後の片付けの際に急いでいて、生ごみをプレートおよび他の食
器からバッフルを通して処理機の中にこそげ落とす場合、銀食器具などの他のアイテムが
不注意で処理機の中に入る可能性がある。
【０００５】
　処理機の他のタイプは「バッチ送り」処理機である。回分式送り生ごみ処理機は、処理
機に生ごみを充填し、処理機を作動させる前に排出開口部を実質的にブロックし、これに
よってバッチごとの生ごみを処理する。バッチ式送り処理機では、処理機を起動するため
に、ドレイン開口部に位置決めされたストッパ装置を使用している。ストッパはまた、銀
食器具などの異物が、作動中の処理機に進入するのを防止するが、一般的には水は処理機
の中に流れるようにする。しかし、ストッパは、食器の洗浄または流し台まわりの洗浄な
どの、流し台の通常使用中では定位置にないことが多い。ストッパが定位置にないとき、
銀食器具などの望ましくないアイテムが生ごみ処理機の中に落下するのを防止するものが
ない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　生ごみ処理機システムは、静止粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートアセンブリ
とを有する、モータによって駆動される粉砕機構を含む。粉砕機構では、金属製の銀食器
具などの導電性の異物の存在を検出するために、検出器が粉砕機構に接続されている。
【０００７】
　一態様では、検出器が粉砕機構内の導電性の異物の存在を検出すると、モータの電源が
断たれる。
【０００８】
　一態様では、検出器は、導電性の異物によって静止粉砕リングと回転可能なシュレッダ
プレートとの間に電気回路が完成されていることを感知すると、導電性の異物が粉砕機構
内にあることを検出する。一態様では、検出器は、静止粉砕リングと回転可能なシュレッ
ダプレートアセンブリとの間に短絡などの電気的導通を感知すると、導電性の異物が粉砕
機構に存在すると判定する。
【０００９】
　一態様では、静止粉砕リングに低電圧が印加され、回転可能なシュレッダプレートアセ
ンブリは接地されている。検出器回路は、静止粉砕リングと回転可能なシュレッダプレー
トアセンブリとの間に流れる電流の量に反応して、粉砕機構内に導電性の異物の存在を検
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出する。
【００１０】
　一態様では、生ごみ処理機システムがオンされるとモータの電源が一時的に入れられ、
粉砕機構内に導電性の異物が検出されなければ全速力で作動するように電源が入れられ、
粉砕機構内に導電性の異物が検出されると、電源が断たれる。一態様では、生ごみ処理機
システムがオンされた際に検出器が粉砕機構内に導電性の異物の存在を検出しない場合に
のみ、モータの電源が一時的に入れられる。
【００１１】
　一態様では、生ごみ処理機システムがオンされた際に検出器が粉砕機構内に導電性の異
物の存在を検出しない場合にのみ、モータは、生ごみ処理機システムがオンされる際に全
面的に電源を入れられる。
【００１２】
　一態様では、生ごみ処理機システムは、検出器が粉砕機構内に導電性の異物の存在を検
出した際にモータの電源が断たれないように、使用者が検出器を無効化することを可能に
する無効化スイッチを有する。
【００１３】
　一態様では、検出器が、粉砕機構内に導電性の異物の存在を検出した際に指示器の電源
を入れる。
【００１４】
　本明細書で行っている説明から、適用性のさらなる領域が明らかとなろう。それらの説
明および具体的な実施例は、例証することだけを目的としており、本開示の範囲を限定す
るためのものではないことを理解されたい。
【００１５】
　本明細書で説明する図面は例証することだけを目的としており、決して本開示の範囲を
限定するものではない。
【００１６】
　本発明は様々な修正形態および代替的な形態を取りやすいが、本発明の具体的な実施形
態を本図面の実施例によって示し、それについてここで詳しく説明する。しかし、具体的
な実施形態についてのここでの説明は、本発明をここに開示している特定の形態に限定す
るものではないことを理解されたい。しかしながら、一方で、本発明は、本発明の精神お
よび範囲に入る全ての修正形態、均等物、および代替形態を網羅するものである。
【００１７】
　本発明の例示的な実施形態について以下に説明する。明確にするために、実際的な実装
の全ての特徴を本明細書で述べることはしない。当然ながら、このような任意の実際的な
実施形態を開発する中で、システムやビジネスに関連した制約事項を遵守することなどの
、実装によって異なる、開発者に固有の目標を達成するために、多数の実装に固有の決定
を行わなければならないことが理解されよう。さらに、このような開発努力は複雑で時間
のかかるものであるかもしれないが、それにも関わらず、本開示の利益を有する一般の当
業者にとっては日常の業務となることも理解されよう。以下の説明は本質的に例示的なも
のに過ぎず、本開示、用途、または使用を制限することを目的としていない。全ての図面
を通して、対応する参照符号は、同様の、または対応する部品および特徴物を指している
ことを理解されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、本開示の教示に従った例示的な生ごみ処理機１００の部分を示している。生ご
み処理機１００は、生ごみ搬送セクション１０１と、粉砕機構１１０を有する粉砕セクシ
ョン１０８と、モータセクション１１４とを含む。生ごみ搬送セクション１０１は、粉砕
セクション１０８内の粉砕機構１１０に搬送される生ごみおよび水を受け取る流し台のド
レイン（図示せず）と連通した入り口１０４を有するハウジング１０２を有する。粉砕機
構１１０は、回転シュレッダプレートアセンブリ１１２と静止粉砕リング１１６とを含む
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。静止粉砕リング１１６は、アダプタリング１１５内に固定されて位置付けられている。
アダプタリング１１５は、例示的にプラスチックで製作されることが可能である。モータ
セクションは、モータ１０６が配設されている下方ハウジング（図示せず）に接続された
上方ハウジング１１９を有する。モータ１０６はモータシャフト１１８に回転運動を与え
、モータシャフト１１８は、静止粉砕リング１１６に対して回転シュレッダプレートアセ
ンブリ１１２を回転させる。粉砕セクション１０８の締め付けリング１１７は、生ごみ搬
送セクション１０１のハウジング１０２の下方端部をアダプタリング１１５に固定してお
り、それらの間に封止部材１２３が配設されて、生ごみ搬送セクション１０１を粉砕セク
ション１０８に対して封止している。モータセクション１１４の上方ハウジング１１９の
上方端部が、粉砕セクション１０８のアダプタリング１１５に固定されており、それらの
間に封止部材１２１が配設されて、モータセクション１１４を粉砕セクション１０８に対
して封止している。本発明は、個別の粉砕セクションを個別の生ごみ搬送セクションおよ
びモータセクションに固定させた、上述の構成とは別の構成を有した生ごみ処理機にも使
用可能であることを理解されたい。このような構成には、制限するためにではなく例とし
て述べると、静止粉砕リングが中にプレス嵌めされたプラスチックのハウジングを有した
生ごみ処理機と、静止粉砕リングが押し込められた金属容器本体をモータセクションハウ
ジングに固定させた生ごみ処理機とが含まれる。
【００１９】
　静止粉砕リング１１６は、少なくとも部分的には、金属などの導電性材料で製作されて
いる。回転シュレッダプレートアセンブリ１１２はまた、少なくとも部分的には金属など
の導電性材料で製作されている。シュレッダプレートアセンブリ１１２は、生ごみを静止
粉砕リング１１６に押し付けて、生ごみを小片に小さくするラグ１２０を含む。図１で示
している実施形態では、ラグ１２０は、ラグ１２０がプレート１２２に対して回転可能と
なるようにリベット１２４でプレート１２２に取り付けられている（１つのラグ１２０だ
けを図１に示している）。他の実施形態では、ラグ１２０は、それらが回転しないように
プレート１２２に固定して取り付けられている場合がある。生ごみが充分に小さな粒子状
物に小さくされると、生ごみはシュレッダプレートアセンブリ１１２の上から通過し、処
理機の中に噴射された水とともに排出出口１２８を通って排出される。
【００２０】
　一態様では、アダプタリング１１５は、ワシントン州、ベリンガムのインテグラルテク
ノロジー社（Ｉｎｔｅｇｒａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．ｏｆ　Ｂｅｌｌｉ
ｎｇｈａｍ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ）から市販されているエレクトリプラスト（Ｅｌｅｃ
ｔｒｉＰｌａｓｔ）などの、導電性の樹脂を基礎とした材料で成形されている。
【００２１】
　図２は、処理機１００のさらなる態様を示したブロック図である。処理機１００内にあ
る銀食器具または他の金属用具などの導電性の異物の存在を検出するために、検出器２０
０が粉砕機構１１０に接続されている。例示的な一態様では、検出器２００は金属検出器
である。いくつかの実施形態においては、検出器２００は、処理機１００内の導電性の異
物を検出することに反応してモータ１０６を制御するように、モータ１０６に接続されて
いる。例えば、検出器２００が粉砕機構１１０内の導電性の異物を検出した場合、検出器
は直ちに処理機をオフにし、かつ／またはシャフト１１８と回転シュレッダプレートアセ
ンブリ１１２とを停止するようにブレーキを起動することができる。
【００２２】
　例示的な実施形態では、検出器２００は、導電性の異物によって回転可能なシュレッダ
プレートアセンブリ１１２と静止粉砕リング１１６との間に電気回路が完成されているこ
とを感知することによって、粉砕機構１１０内の導電性の異物の存在を検出する。一態様
では、検出器は、静止粉砕リングと回転可能なシュレッダプレートアセンブリとの間に短
絡などの電気的導通を感知すると、導電性の異物が粉砕機構に存在すると判定する。検出
器２００は、端子２０４を静止粉砕リング１１６に接続させて（直接に、または静止粉砕
リング１１６と接触した処理機１００の導電性構成要素を介して）、また別の端子２０６
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を、一般的にはモータシャフトの軸受を介して回転シュレッダプレートアセンブリ１１２
に接続させて有する。一態様では、端子２０４、２０６の一方が接地接続され、端子２０
４、２０６の他方に電圧が印加される。通常、ラグ１２０およびプレート１２２を含むシ
ュレッダプレートアセンブリ１１２の構成要素は、静止粉砕リング１１６と接触しない。
銀食器具の一片などの導電性の異物が粉砕機構１１０の中に落下した場合、異物は、回転
シュレッダプレートアセンブリ１１２および静止粉砕リング１１６のいずれとも接触して
、それらに接続された端子２０４、２０６の間に電気回路を完成させる可能性が高い。
【００２３】
　図３は、例示的な検出器２００を示している回路図である。検出器２００は、処理機１
００の粉砕機構１１０内の導電性の異物の存在を検出する機能を果たす。検出器２００は
、端子２０４を静止粉砕リング１１６に接続させて、端子２０６をモータシャフト１１８
の軸受を介して回転シュレッダプレートアセンブリ１１２に接続させて有した検出回路２
０２を含む。ここに図示している実施形態では、検出回路２０２は静止粉砕リングの端子
２０４に低電圧を印加しており、回転シュレッダプレートの端子２０６は接地されている
。一態様では、この低電圧は約０．２５ボルトの交流電圧である。検出回路２０２は、端
子２０４と端子２０６との間に流れる電流の量に反応する。処理機内に水および生ごみだ
けがある状態で、端子２０４と２０６との間に比較的大きな抵抗が存在することになり、
小さな電流しか流れない。導電性の異物が回転シュレッダプレートアセンブリ１１２と静
止粉砕リング１１６とのいずれとも接触する場合、回転シュレッダプレートアセンブリ１
１２と静止粉砕リング１１６との間に、短絡などの小さな抵抗しか存在しないことになり
、より大きな量の電流が端子２０６と端子２０６との間に流れることになる。この大きな
量の電流に反応して、検出器２００は、粉砕機構１１０内に導電性の異物が存在すること
を感知する。
【００２４】
　検出回路２０２は、アリゾナ州チャンドラのマイクロチップテクノロジー社（Ｍｉｃｒ
ｏｃｈｉｐ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ．，Ｃｈａｎｄｌｅｒ，Ａｒｉｚｏｎａ）か
ら市販されているＰＩＣ１２Ｆ６７５型のマイクロコントローラなどの制御装置２１０に
接続されている。制御装置２１０は、中継器２１２に接続された出力端子を介して、検出
回路２０２に反応して、処理機のモータ１０６の動作を制御する。使用者が処理機を起動
すると、検出器２００から粉砕機構１１０内の導電性の異物の存在を示す信号が送られて
こない場合は、モータ１０６は作動し、それによって粉砕機構１１０を稼動させる。導電
性の異物が検出された際に粉砕機構１１０が既に作動している場合、検出器２００はモー
タ１０６の電源を断つ。
【００２５】
　処理機１００が起動する前に導電性の異物が粉砕機構１１０の中に落下した場合、この
異物は静止粉砕リング１１６またはシュレッダプレートアセンブリ１１２のどちらかとだ
け接触する可能性があるが、両方と接触する可能性はない。この状況では、導電性の異物
は、端子２０４と端子２０６との間で電気回路を完成させないので、検出器２００は、処
理機が起動され、モータ１０６が始動する前に導電性の異物の存在を感知することはない
。本開示の教示にしたがって、制御装置２１０は、電源を極めて短い時間の間オンにする
ことによって、モータ１０６に「過渡変動（ｂｕｍｐ）」する。これによって、モータシ
ャフト１１８は回転し、したがって回転シュレッダプレートアセンブリ１１２も少量回転
する。通常、回転シュレッダプレートアセンブリ１１２のこの僅かな動きは、導電性の異
物を、それが静止粉砕リング１１６と回転シュレッダプレートアセンブリ１１２の構成要
素とのいずれとも接触するように動かして、異物の存在が検出されることを可能にする。
導電性の異物が検出されない場合、モータ１０６は全速力にスイッチオンされる。処理機
が作動した後は、粉砕機構１１０内に導電性の異物が検出された場合は、中継器２１２を
介して電源が切られる。
【００２６】
　一変化形態では、最初に生ごみ処理機１００の電源が入れられると、モータ１０６の電
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源が入れられる前に粉砕機構１１０内の導電性の異物の存在をチェックするために、検出
器２００が使用される。次いで、検出器２００が粉砕機構１１０内の導電性の異物の存在
を検出しない場合にのみ、モータ１０６の電源が入れられる。モータ１０６は上記に論じ
たように、完全に電源を入れられ、あるいは一時的に電源を入れられることができる。
【００２７】
　図４は、代替的な検出器２００ａを示しているが、これは、図３に示している実施形態
のような制御装置２１０を含んでいない。検出器２００ａは別個のモータ制御装置２５０
に接続されて、導電性の異物の存在が検出されると、モータ制御装置２５０に信号を送る
。図３で示している検出器２００のように、端子２０４と端子２０６とは粉砕機構１１０
に接続され、端子２０４と端子２０６との間に流れる比較的大きな電流に反応して、導電
性の異物の存在が検出される。簡単な実施形態では、モータ制御装置２５０は、検出器２
００ａが導電性の異物の存在を検出するのに反応してスイッチオフする（例えば、中継器
の接触子を開放する中継器の電源を断つ）中継器などのオンオフ回路であることができる
ことを理解されたい。
【００２８】
　他の代替的実施形態では、検出回路によって漏電検出チップが使用されている。粉砕機
構１１０内の導電性の異物の存在に反応して、漏電検出器が作動して処理機モータ１０６
から電源を切る。
【００２９】
　図５が示している例示的な実施形態では、粉砕機構１１０内の導電性の異物の存在に反
応して処理機１００の電源を断つために、漏電遮断器５００が使用されている。漏電遮断
器５００は、交流電源５０２と処理機１００との間に接続されている。低電圧電源５０４
が、定電圧電流感知回路５０８と、基準器５１０と、比較器５１２とを含む検出回路５０
６に電力供給する。定電圧電流感知回路５０８は、回転シュレッダプレートアセンブリ１
１２と静止粉砕リング１１６とを通して定電圧を印加し、回転シュレッダプレートアセン
ブリ１１２と静止粉砕リング１１６との間に流れる電流の量を示す比較器５１２の入力部
に電圧を入力する。粉砕機構１１０内の導電性の異物の存在が、回転シュレッダプレート
アセンブリ１１２と静止粉砕リング１１６との間の電気回路を完成させて、回転シュレッ
ダプレートアセンブリ１１２と静止粉砕リング１１６との間に流れる電流を増大させる。
これは、定電圧電流感知回路５０８が比較器５１２の入力部に出力する電圧に変化を引き
起こす。この電圧の変化に反応して、比較器５１２は、交流幹線５０２からの活線を、抵
抗器５１６を通して交流幹線５０２からの接地線に接続するトライアック出力光カプラ５
１４の電源を入れる。これは、交流幹線５０２からの活線および中性線を通って流れる電
流内に不均衡を引き起こす。漏電遮断器５００は、処理機１００からの電力を切断して、
トリッピングによりこの電流の不均衡に対応する。
【００３０】
　検出回路２０２を連続的に作動させるよりも、検出回路２０２の電源を周期的に入れる
ことが望ましい場合があるが、これは、一定の低レベルの電流が、粉砕機構１１０内で電
気分解を引き起こす可能性があることによる。いくつかの実施形態においては、必要に応
じて検出器を迂回するように無効化装置が設けられている。例えば、ある生ごみは他の生
ごみより導電性が大きい。容易に水とともに流れない、粉砕機構１１０内の導電性の生ご
み（ご飯と混ざった醤油など）は、モータ１０６から電源を切る必要がないときに、検出
器２００がそのようにさせる。無効化装置は、粉砕機構１１０が、導電性の生ごみが処理
機から流されるまで作動を継続することを可能にする。無効化装置は、例示的に述べると
、図２に点線で示しているスイッチ２１４などのスイッチであることができ、これが使用
者によって閉鎖されて、検出器２００を無効化する。
【００３１】
　一態様では、検出器２００は、粉砕機構１１０内に導電性の異物が存在することを検出
すると、粉砕機構１１０内に導電性の異物が検出された旨を使用者に警報する、図２に点
線で示しているライト２１６などの指示器の電源に接続される。この指示器は、警報器な
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どの、使用者に警報を出すことが可能な任意のタイプの装置であり得ることを理解された
い。
【００３２】
　本発明は、本明細書の教示の利益を有する当業者にとって明らかな、異なっているが同
等のやり方で修正し、実施できることから、上記で開示した特定の実施形態は例示的なも
のに過ぎずない。さらに、請求項で述べるもの以外には、本明細書に示している構造また
は設計の詳細に限定を行うものではない。したがって、上記に開示した特定の実施形態に
対して、変更または修正を行うことができ、そのような変化形態の全てが、本発明の範囲
および精神に入るものと考えられる。したがって、本明細書で求める保護は、請求項で述
べる通りである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本開示の態様を具体化した生ごみ処理機の部分を示す側断面図である。
【図２】本開示のさらなる態様を概念的に示すブロック図である。
【図３】図２に示している金属検出器の一実施形態の回路図である。
【図４】金属検出器の代替的な実施形態の回路図である。
【図５】漏電遮断器を使用した実施形態を示すブロック図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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